
多摩市における高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 

 

１ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施とは 

 

 

 

２ 多摩市の実施予定 

（１） 開始時期  令和３年度 ※東京都後期高齢者医療後期連合と契約締結予定 

（２） 実施圏域数 ５圏域／５圏域 ※日常生活圏域と一致 

（３） 実施内容 

実施課 実施内容 

保険年金課 

① 令和２年４月より保険年金課に医療専門職配置 

② 令和３年度から健康診査事業において質問票を導入し対象者の把握 

③ 医療関係団体等との連絡調整 

④ 重複・頻回受診者、重複投薬者等への相談・指導の実施 

⑤ 通いの場等での健康教育・健康相談の実施 

高齢支援課 
⑥ ＴＡＭＡフレイル予防プロジェクトの実施 

（一体的実施事業に位置づけ、保険年金課と連携） 

健康推進課 ⑦ 保険年金課及び高齢支援課が実施する各事業との連携 

※なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により事業開始時期及び内容が変更

する可能性があります。 

厚生労働省「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について[概要版]令和 2 年 4 月」
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